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（開会 午後 ２時５分） 

○議長（竹内薫君） ただ今から、令和３年第３回多賀町議会臨時会を開会いたします。 

 

○議長（竹内薫君） 本臨時会に、町長より提出されました案件は、議案１件であります。 

なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議を賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、町長より招集の挨拶をお願いいたします。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 本日、令和３年第３回多賀町議会臨時会を招集させて頂きまし

たところ、議員の皆さまには年末を控え、公私なにかとご多用の中、ご出席を賜り厚く

お礼申し上げます。 

 本日の臨時会に提出させて頂きました議案は、先の多賀町職員による官製談合防止法

違反事件の判決が下されたことにより、その結果の責任を明らかとするために条例を改

正するものでございます。当該職員への判決内容は、報道等でもご承知いただいており

ますとおり懲役１年６か月、執行猶予３年でございました。この結果を受けまして、１

２月定例会の一般質問でもお答えをさせていただきましたように、町行政の管理者とし

て責任を重く受け止め、自らの処分について、本日、ご提案させていただくものでござ

います。後ほどご説明を申し上げますので、慎重なご審議と適切なご決議を賜りますよ

うお願い申し上げ、開会のご挨拶とさせて頂きます。 

 

（開議 午後 ２時７分） 

○議長（竹内薫君） ただ今の出席議員は１０人であります。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 

○議長（竹内薫君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

     ９番  川 添 武 史 議員    １１番  川 岸 真 喜 議員 

を指名いたします。 

                                        

○議長（竹内薫君） 日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日限りに決定しました。 
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○議長（竹内薫君） 日程第３ 「議案第８２号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与

および旅費に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 「議案第８２号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および

旅費に関する条例の一部を改正する条例について」ご説明いたします。 

先の官製談合防止法違反等事件では、既にご承知いただいておりますが、多賀町職

員が逮捕、起訴され、去る１２月２３日に判決が下されました。判決では、執行猶予付

きとなりましたが有罪となっております。このような事態となった責任を重く受け止め、

町政の責任者である町長、私と副町長の給料を減額するために今回条例を改正するもの

で、付則中に新たに６項を設けるものでございます。 

改正の内容は、町長および副町長の給料月額を、令和４年１月から３月までの３か

月にわたり、町長にあっては１００分の３０を、副町長にあっては１００分の２０に相

当する額をそれぞれ減額するものでございます。 

また、付則で施行日は令和４年１月１日とするものであります。 

以上提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹内薫君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（竹内薫君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 本案に対する採決を行います。 

 「議案第８２号 多賀町特別職の職員で常勤の者の給与および旅費に関する条例の一 

部を改正する条例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願いま

す。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（竹内薫君） 起立全員であります。よって、議案第８２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

○議長（竹内薫君） これで、本日の議事日程は、全て終了しました。 
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 これをもって令和３年第３回多賀町議会臨時会を閉会いたします。 

（午後 ２時１１分 閉会） 
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 多賀町議会会議規則第１２７条の規定により下記に署名する。 
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